
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一対のリード端子と、該一対のリード端子の一方の先端部に取り付けられ且
つ電気的に接続された半導体発光素子と、該半導体発光素子と他方のリード端子とを接続
する電気的接続部材と、 半導体発光素子を含むリード線先端部を透光性樹脂で封止する
モールド部と、を有する発光ダイオードであって、
前記モールド部の半導体発光素子の非発光面側底部に

補色形成部を有することを特徴とする発光ダイオード。
【請求項２】
前記半導体発光素子が窒化物系化合物半導体である請求項１記載の発光ダイオード。
【請求項３】
請求項１に記載の発光ダイオードを２以上配列した第１のプリント基板と前記発光ダイオ
ードを駆動させるための電子部品を搭載した第２のプリント基板と、前記第１のプリント
基板と第２のプリント基板とを電気的に接続させた表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する分野】
本願発明は、半導体発光素子（以下、ＬＥＤチップともいう。）が樹脂モールドで封止さ
れている発光ダイオードに関し、特にモールド部材の経時変化による黄着色、それに伴う
見た目の発光光率の低下を防止した発光ダイオード及びそれを用いた表示装置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
ＬＥＤは、応答速度がナノ秒であり単に電気信号の入出力端によって発光制御でき、小型
で信頼性の高く寿命が長い発光素子として各種電子・電気機器の光源や表示装置として使
用されている。発光ダイオードは、一組のリード端子と、この一組のリード端子の一方の
先端部に取り付けられた発光素子と他方のリード端子とを接続する金属ワイヤーとを透明
又は半透明の樹脂で封止したモールド部とから構成されている。この様な発光ダイオード
を各種電気機器の操作パネルに複数配列し、その点滅によりスイッチのＯＮ／ＯＦＦや各
種インジケータの表示を行う。さらには、発光ダイオードをマトリックス配置などした表
示器に画像や文字情報を表示してある。表示装置は発光ダイオードをマトリックス状など
に複数配列したプリント基板と発光ダイオードを駆動させるＬＳＩやＩＣなどの電子部品
を搭載した駆動用プリント基板とからなり各発光ダイオードを挿入するための貫通する複
数の孔を有するケースで保護される。所定の発光ダイオードを点灯させることによって文
字、数字及び図形などの情報の表示を行っている。
【０００３】
【発明の解決する課題】
しかしながら、発光ダイオードを構成する半導体発光素子の寿命は長く、上記の操作パネ
ルやマトリックス表示器に長時間直射日光などの外光が長年に渡って照射され続けるとモ
ールド部材を構成する樹脂が耐候性に優れた樹脂を使用していたとしていたとしても外光
に含まれる紫外線などの影響により変質する。特に樹脂劣化変質によりモールド部材が黄
変することにより非発光時の黄着色が生じ外観不良や見た目の発光光率の低下、さらには
表示色の変調、すなわち、経時変化に伴いディスプレイの表示色が大きく変化するという
問題が生じている。特に野外などの紫外光の影響を受けうる場所で用いられることが多い
表示装置や発光光の成分に紫外域光を含む発光ダイオードの場合は重要な問題となる。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本願発明は上記の目的を達成するため、少なくとも一対のリード端子と、該一対のリー
ド端子の一方の先端部に取り付けられ且つ電気的に接続された半導体発光素子と、該半導
体発光素子と他方のリード端子とを接続する電気的接続部材と、 半導体発光素子を含む
リード線先端部を透光性樹脂で封止するモールド部と、を有する発光ダイオードであって
、
前記モールド部の半導体発光素子の非発光面側底部に

補色形成部を有する発光ダイオードである。また、前記半導体発光
素子が窒化物系化合物半導体である発光ダイオードである。さらに、前記発光ダイオード
を２以上配列した第１のプリント基板と前記発光ダイオードを駆動させるための電子部品
を搭載した第２のプリント基板と、前記第１のプリント基板と第２のプリント基板とを電
気的に接続させた表示装置である。
【０００５】
【発明の効果】
本願発明の請求項１の構成とすることによって、外光に含まれる紫外線などの影響により
生じるモールド部材の外観不良や見た目の発光光率の低下、さらには表示色の変調を防止
することができる。
【０００６】
また、本願発明の請求項２の構成とすることによって、発光光の成分に紫外域光を含む発
光ダイオードによるモールド部材の外観不良や見た目の発光光率の低下、表示色の変調を
防止することができる。
【０００７】
さらに、本願発明の請求項３の構成とすることによって、野外などの紫外光の影響を受け
うる場所で用いられることが多い表示装置においてもモールド部材の外観不良や見た目の
発光光率の低下、表示色の変調を防止することができる。
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【０００８】
【発明の実施の形態】
本願発明者は種々の実験の結果、長時間野外などで使用した発光ダイオードやＬＥＤチッ
プとして窒化物系化合物半導体を使用した発光ダイオードにおける非発光時の着色、見た
目の発光光率の低下、発光時の色変調が発光ダイオードを構成するモールド部材の経時変
化に伴う黄変などにものであり、これをモールド部材の底面に補色形成部を設けることに
より低減或いは防止できることを見出したことに基づいて本願発明を成すに至った。
【０００９】
即ち、発光ダイオードを構成するモールド部材はＬＥＤチップやその電気的接続部材を野
外などでも十分使用できるように水分、塵芥や外部応力などから保護する目的でエポキシ
樹脂などの透光性樹脂で形成されている。しかしながら、発光ダイオードは比較的寿命が
長く長時間野外などで使用するとＬＥＤチップの特性劣化よりもそのモールド部材の劣化
の方が早い場合が生ずる。モールド部材の劣化は紫外線などによりモールド部材の樹脂の
二重結合が切れたことによると考えられる。この場合モールド部材の劣化黄変を引き起こ
し発光ダイオードの非発光時の着色が生じ甚だ見栄えが悪い。また、見た目の発光光率の
低下を招くと同時にディスプレイなどでは色度変調を引き起こす。
【００１０】
そこで本願発明は、発光光率や見栄えの低下を引き起こさないようにＬＥＤを構成するモ
ールド部材の底部に予めモールド部材の黄変に対応して補色の関係となる青白色に着色部
を構成させるものである。これにより、未使用時に色ずれが少ない青白色に着色された補
色形成部を有する発光ダイオードがたとえモールド部材の黄変により黄色く着色しても見
た目には青白色から白色に変調していくため色変化が少ない発光ダイオードとすることが
できる。また、ＲＧＢの各発光素子を搭載した場合でも発光時及び／又は非発光時の色ず
れが少ないものとすることができる。したがって、経時変化に伴う非発光時の着色、見た
目の発光光率の低下を防止した発光ダイオードを提供できるものである。
【００１１】
特に、比較的短波長の可視光や紫外光が発光可能な窒化物系化合物半導体（Ｉｎ XＡｌ YＧ
ａ 1 - X - YＮ、０≦Ｘ≦１、０≦Ｙ≦１）を用いた場合、その発光波長、及び発光波長の広
がりからモールド部材が劣化する短波長が含まれていることがあり野外の紫外線などとの
相乗効果によりＬＥＤチップや電気的接続部材を保護するモールド部材の黄変などが進み
やすいと考えられる。
【００１２】
以下、図面を用いて本願発明を詳述する。図１は本願発明による発光ダイオードを示し、
この発光ダイオードは、少なくとも一組の金属製のリード端子と、このうちの一方のリー
ド端子の先端部に窒化物系化合物半導体などのＬＥＤチップがダイボンディングされてい
る。ＬＥＤチップは金線などの電気的接続部材によりそれぞれのリード端子とワイヤーボ
ンディングされている。さらに、ＬＥＤチップを含むリード線の先端部を透明又は半透明
のエポキシ樹脂などで封止しモールド部材を構成させてある。モールド部材の底面にはモ
ールド部材に生じる黄変を外観上補償するため黄変と補色関係の青白色の着色剤が含有さ
れた青白色部が形成されている。以下本願発明の構成部材を詳述する。
【００１３】
（モールド部材１０１）
本願発明のモールド部材１０１は、ＬＥＤチップ、電気的接続部材及びリード端子先端部
などを外部からの力、水分、塵芥などから保護するために用いられる。具体的には、エポ
キシ樹脂、ユリア樹脂などの耐候性に優れた透光性樹脂が好適に用いられる。モールド部
材は所望の形状とすることによってＬＥＤチップからの発光を収束させたり拡散させたり
するレンズ効果を持たせることができる。従って、モールド部材は複数積層した構造とし
ても良い。具体的には凸レンズ形状、凹レンズ形状や屈折率の違う樹脂を複数積層させた
ものである。また、モールド部材に拡散剤を含有させることによってＬＥＤチップからの
指向性を調整し視野角を増やすことができる。この様な拡散剤としてチタン酸バリウム、
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酸化アルミニウム、酸化珪素などが好適に用いられる。
【００１４】
（電気的接続部材１０２）
本願発明に用いられる電気的接続部材１０２とは、ＬＥＤチップの電極とリード端子とを
電気的に接続させるためのものであり、ＬＥＤチップの電極とのオーミック性機械的接続
性などが良いものが求められる。この様な電気的接続部材として具体的には、金、銀、銅
、白金、アルミニウムやそれらの合金などを用いたボンディングワイヤーが挙げられる。
また、銀、カーボンなどの導電性フィラーを樹脂で充填した導電性接着剤などを用いるこ
とができる。作業性を考慮してアルミニウム線或いは金線を用いることが好ましい。
【００１５】
（半導体発光素子１０３）
本願発明に用いられる半導体発光素子１０３としては、液層成長法やＭＯＣＶＤ法などに
より基板上にＧａＡｌＮ、ＺｎＳ、ＺｎＳｅ、ＳｉＣ、ＧａＰ、ＧａＡｌＡｓ、ＡｌＩｎ
ＧａＰ、ＩｎＧａＮ、ＧａＮ、ＡｌＩｎＧａＮなどの半導体を発光層として形成させたも
のが好適に用いられる。半導体の構造としてはＭＩＳ接合、ＰＮ接合を有したホモ構造、
ヘテロ構造或いはダブルへテロ構造のものが挙げられる。また、量子効果を持たせるため
に単一井戸構造、多重量子構造とさせてもよい。半導体層の材料やその混晶度によって発
光波長を紫外光から赤外光まで種々選択することができる。野外などの使用を考慮する場
合、高輝度な半導体材料として緑色及び青色を窒化物系化合物半導体を用いることが好ま
しく、また、赤色ではガリウム・アルミニウム・砒素系の半導体やアルミニウム・インジ
ュウム・ガリウム・燐系の半導体を用いることが好ましいが、用途によって種々利用でき
ることは言うまでもない。この様なＬＥＤチップは所望に応じて種々選択できるとともに
複数種のＬＥＤチップを用いて１つの発光ダイオードを構成しても良いことは言うまでも
ない。
【００１６】
（補色形成部１０４）
本願発明の補色形成部１０４とは、モールド部材の黄変によって、消灯時にＬＥＤが黄色
に変色することをＬＥＤチップの発光面より底部のモールド部で補色により見かけ上打ち
消すものである。即ち、予め着色による色の影響が少ない青白色をＬＥＤチップからの発
光光への影響が少ない発光素子よりも後方（非発光側）のモールド部材底部に補色形成部
として構成するものである。したがって、補色形成部の色濃度は、使用するモールド部材
の材質による経時劣化率や着色率、さらに使用する場所や半導体の発光波長などによって
種々選択されるが、分光反射率の分光分布より求めたＣＩＥ座標で好ましくは（ 0.20≦ｘ
≦ 0.31、 0.20≦ｙ≦ 0.31）であり、より好ましくは（ 0.28≦ｘ≦ 0.30、 0.28≦ｙ≦ 0.30）
である。この様な補色形成部は発光面前面のモールド部材を形成させた後、青色及び白色
の染料及び／顔料などを調整して含有させた樹脂で発光面後方のモールド部材として形成
させることができる。また、モールド部材形成後、青白色のテープ上の部材を張り付けて
形成させても良い。さらに、リード端子を表裏両面からテープを貼り付けることによって
覆い、この状態でリードフレーム全体を青白色塗料を溜めたタンク内に発光ダイオードの
モールド部の下半分を浸漬した後引き上げて乾燥させ補色形成部を形成させても良い。
【００１７】
（リード端子１０５、１０６）
本願発明に用いられるリード端子１０５、１０６としては、ボンディングワイヤーなどの
電気的接続部材との機械的密着性、電気伝導性などが良好なことが求められる。また、リ
ード端子の先端部をＬＥＤチップ搭載のための積置部を構成するため加工性が優れたもの
がよい。リード端子の電気抵抗としては、３００μΩ -ｃｍ以下が好ましくより好ましく
は３μΩ -ｃｍ以下である。これらの条件を満たす具体的な材料としては、鉄、銅、鉄入
り銅、錫入り銅などが挙げられる。
【００１８】
（プリント基板３０２、３０３）
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プリント基板３０２、３０３は、発光ダイオードをマトリックス状など２以上複数に配置
できるよう穴があけられ、それぞれ個別に駆動できるように銅箔などのパターンが形成さ
れたもの、或いは発光ダイオードを ON、 OFF制御し駆動させるための電子部品を搭載させ
それぞれ銅箔などのパターンにより電気的に接続させるためのものである。
プリント基板としては種々のものが用いられるが、発光ダイオードの指向性や発光ダイオ
ードからの熱による影響を考慮してソリ、ウネリが少なく表面が平坦であることが好まし
い。また、熱伝導性の良いことが求められる。このようなプリント基板として具体的には
セラミック基板や、アルミ、ステンレスなどの金属ベース上に絶縁層を形成しその上に銅
箔を接着したメタルベース基板などが挙げられる。
【００１９】
（電子部品３０４）
電子部品３０４としては、ＩＣ、ＬＳＩなどを種々利用して構成させることができる。こ
れらは、発光ダイオードの駆動用として駆動回路を構成する。駆動回路としては入力され
る表示データを一時的に記憶させるＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）と、ＲＡＭに記憶されるデータから発光ダイオードを所定の明るさに点灯させるための
階調信号を演算する階調制御回路と、階調制御の出力信号でスイッチングされた、発光ダ
イオードを点灯させるドライバーとを備える。階調制御回路は、ＲＡＭに記憶されるデー
タから発光ダイオードの点灯時間を演算してパルス信号を出力する。階調制御回路から出
力されるパルス信号である階調信号は、発光ダイオードのドライバーに入力されてドライ
バをスイッチングさせる。ドライバーがオンになると発光ダイオードが点灯されオフにな
ると消灯される。これによって、種々の情報を表示装置で表示させることができる。以下
、本願発明の具体的実施例について詳述するが本願発明はこれのみに限られるものでない
ことは言うまでもない。
【００２０】
【実施例】
（実施例１）
鉄入り銅の金属板剤を打ち抜いて発光ダイオードを構成する一組のリード端子を互いに平
行にタイバー部で連結した状態のリードフレームを形成する。サファイヤ基板上にＭＯＣ
ＶＤ法でＮ型及びＰ型窒化ガリウム半導体をそれぞれ５μｍ、１μｍ堆積させＰＮ接合を
有し各電極が形成された３００μｍ角のＬＥＤチップを、リード端子の先端に形成させた
ＬＥＤチップ搭載部上に接着剤で固着する。次にＬＥＤチップの各電極とリード端子とを
電気的接続部材である金線でワイヤーボンディングし電気的に接続する（図２（Ａ））。
【００２１】
ついで発光ダイオードのモールド部の形状に対応するくぼみが形成されたキャスティング
ケースの凹部にＬＥＤチップ及びリード端子が覆われる位置までエポキシ樹脂を注入し１
００℃３０分で仮硬化させた（図２（Ｂ））。
【００２２】
仮硬化させたエポキシ樹脂の上にさらに、青白色の顔料を混合させたエポキシ樹脂を補色
形成部用としてポッティング注入し１５０℃１０時間で本硬化させる（図２（Ｃ））。
【００２３】
タイバー部の所定箇所を切断しキャステイングケースから分離して発光ダイオードを形成
させた。こうしてＬＥＤチップを含むリード端子の先端部を覆うモールド部が形成される
。
【００２４】
この構成においてモールド部が紫外線などにより黄変しても補色関係にある青白色に形成
された補色形成部により黄色く見えず青白色から白っぽく見えるにすぎない。したがって
、見かけ上の輝度の低下及び発光時の色変化が抑えられる。
【００２５】
（比較例１）
補色形成部の青白色顔料を含有させない以外は実施例１と同様にして発光ダイオードを形
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成させた。この発光ダイオードを実施例１とともに視外線照射によるテストを行ったとこ
ろ比較例１の発光ダイオードが黄色に着色された時点で紫外線照射を止めた。真横からの
観測では比較例１及び実施例１とも黄色く変色していたが実施例１は発光観測面側からで
はわずかに白くなったのみで黄色への変色が観測されなかった。また、発光時の色変化は
比較例１で見られたのに対し実施例１ではまったく見られなかった。
【００２６】
（実施例２）
補色形成部の青白色顔料を含有させないかわりにモールド部材形成後モールド部材底部に
青白色塗料を塗布し硬化させた以外は実施例１と同様にして発光ダイオードを形成させた
。
【００２７】
次に、本願発明の発光ダイオード２２５個をマトリックス状に配置して第１のプリント基
板にとりつける。第１のプリント基板への発光ダイオードの取り付けは第１のプリント基
板の所定の位置に予め設けておいた第１のプリント基板を貫通する複数個の孔に発光ダイ
オードのリード線を挿入し半田付け固定することによって行われる。第２のプリント基板
には、発光ダイオードを駆動し輝度などを調整するためのＩＣ、トランジスタやコンデン
サーなどの電子部品が取り付けられ第１のプリント基板と第２のプリント基板は導体によ
って電気的に接続される。さらに、基板の上面には外部応力から内部回路を保護するケー
スが設けられている。これによってモールド部材の劣化による黄色に着色する色変化が見
た目上抑えられた表示器とすることができる。また、各発光ダイオードごとの黄変の度合
が異なることによる部分的な発光色バラツキが抑えれる表示装置とすることができる。
【００２８】
【発明の効果】
発光ダイオードのモールド部の底面に補色形成部を形成して青白色に着色したのでモール
ド部の経時劣化などにおける黄変を緩和することができる。したがって、外観不良や見た
目の発光光率の低下、さらには表示色の変調などを抑制した発光ダイオード及びそれを用
いた表示装置とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本願発明の発光ダイオードの一例を示す模式的断面図である。
【図２】本願発明の発光ダイオードの製造方法の一例を示す模式的説明図である。
【図３】本願発明の表示装置の一例を示す模式的断面図である。
【図４】本願発明と比較のために示す発光ダイオードの模式的断面図である。
【符号の説明】
１０１・・・モールド部材
１０２・・・電気的接続部材
１０３・・・ＬＥＤチップ
１０４・・・補色形成部
１０５・・・ＬＥＤチップが積置可能なリード端子
１０６・・・リード端子
２０１・・・複数連結されたリードフレーム
２０２・・・キヤスティングケース
３０１・・・ケース
３０２・・・第１のプリント基板
３０３・・・第２のプリント基板
３０４・・・電子部品
４０１・・・モールド部材
４０２・・・電気的接続部材
４０３・・・ＬＥＤチップ
４０５・・・ＬＥＤチップが積置可能なリード端子
４０６・・・リード端子
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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